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技能実習法に基づく行政処分等を行いました 

 

法務省と厚生労働省は、令和４年３月 25 日付けで、協同組合エービーエスに改善命令を

行いました。 

さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社阿部組、泉製紙株式

会社、栄華商事株式会社、榎島 正紘、有限会社Ｍ＆Ｔアグリシステム、株式会社小鷹興

業、株式会社竹田製作所、有限会社䭜物産、有限会社ミヤシン、株式会社リアン、有限会

社レタッチ及び渡邊 昭に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。 
詳細は、下記のとおりです。 

 

記 

 

＜監理団体の許可の取消し及び改善命令の内容（詳細は別紙１）＞ 

１ 改善命令を行った監理団体 

   協同組合エービーエス（代表理事 斉藤 和浩） 

 

２ 処分内容 

[１に対する処分内容] 

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成 28 年法律

第 89 号。以下「技能実習法」という。）第 36 条第１項の規定に基づき、令和４年３月

25 日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。 

 

＜技能実習計画の認定の取消しの内容（詳細は別紙２から別紙 13）＞ 

３ 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者 

⑴ 株式会社阿部組（代表取締役 阿部 勝則） 

⑵ 泉製紙株式会社（代表取締役 宇髙 治） 

⑶ 栄華商事株式会社（代表取締役 栄江 竹芝） 

⑷ 榎島 正紘 

⑸ 有限会社Ｍ＆Ｔアグリシステム（代表取締役 渡邊 基樹、代表取締役 渡邊 拓

也） 

⑹ 株式会社小鷹興業（代表取締役 小鷹 渉） 

令和４年３月 25日 

【照会先】 

人材開発統括官付 

 技能実習業務指導室  

室  長  渡部 幸一郎 

適正化指導専門官  小路 規与 

(代表電話)03(5253)1111(内線)5879 

(直通電話)03(3595)3395 

 



⑺ 株式会社竹田製作所（代表取締役 竹田 信幸） 

⑻ 有限会社䭜物産（代表取締役 䭜 淺生） 

⑼ 有限会社ミヤシン（代表取締役 宮崎 雅信） 

⑽ 株式会社リアン（代表取締役 二瓶 義浩、代表取締役 菅野 忍） 

⑾ 有限会社レタッチ（代表取締役 角谷 節子） 

⑿ 渡邊 昭 

 

 ４ 処分等内容  

[４⑴、⑸、⑿に対する処分等内容] 

技能実習法第 16 条第１項第２号の規定に基づき、令和４年３月 25 日をもって技能

実習計画の認定を取り消すこと。 

[４⑵、⑶、⑻、⑽に対する処分等内容] 

技能実習法第 16 条第１項第１号の規定に基づき、令和４年３月 25 日をもって技能

実習計画の認定を取り消すこと。 

[４⑷に対する処分等内容] 

技能実習法第 16 条第１項第１号及び第２号の規定に基づき、令和４年３月 25 日を

もって技能実習計画の認定を取り消すこと。 

[４⑹、⑺に対する処分等内容] 

技能実習法第 16 条第１項第３号及び第７号の規定に基づき、令和４年３月 25 日を

もって技能実習計画の認定を取り消すこと。 

[４⑼に対する処分等内容] 

技能実習法第 16 条第１項第１号、第２号及び第５号の規定に基づき、令和４年３月

25 日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。 

[４⑾に対する処分等内容] 

技能実習法第 16 条第１項第１号及び第５号の規定に基づき、令和４年３月 25 日を

もって技能実習計画の認定を取り消すこと。 

 

■別紙１ 監理団体の改善命令の内容（協同組合エービーエス） 

■別紙２ 技能実習計画の認定の取消しの内容（株式会社阿部組） 

■別紙３ 技能実習計画の認定の取消しの内容（泉製紙株式会社） 

■別紙４ 技能実習計画の認定の取消しの内容（栄華商事株式会社） 

■別紙５ 技能実習計画の認定の取消しの内容（榎島 正紘） 

■別紙６ 技能実習計画の認定の取消しの内容（有限会社Ｍ＆Ｔアグリシステム） 

■別紙７ 技能実習計画の認定の取消しの内容（株式会社小鷹興業） 

■別紙８ 技能実習計画の認定の取消しの内容（株式会社竹田製作所） 

■別紙９ 技能実習計画の認定の取消しの内容（有限会社䭜物産） 

■別紙 10 技能実習計画の認定の取消しの内容（有限会社ミヤシン） 

■別紙 11 技能実習計画の認定の取消しの内容（株式会社リアン） 

■別紙 12 技能実習計画の認定の取消しの内容（有限会社レタッチ） 

■別紙 13 技能実習計画の認定の取消しの内容（渡邊 昭） 

■別紙 14 参照条文 

 


